
大分県介護支援専門員名簿登録等事業実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、介護保険法(平成９年１２月１７日法律第１２３号。以下｢法｣という。)の施

行について、介護保険法施行令（平成９年１２月１７日法律第１２４号。）及び介護保険法施行規

則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「規則」という。）に定めがあるもののほか、介護支援専

門員の名簿登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

（介護支援専門員の登録申請）

第２条 介護支援専門員の登録を受けようとする者は、規則第１１３条の７の規定により介護支援

専門員登録申請書（第１号様式）を知事に提出しなければならない。

（登録の移転申請）

第３条 他の都道府県で登録を受けている者が、大分県に登録の移転の申請をしようとするときは、

規則第１１３条の１０の規定により介護支援専門員登録移転申請書（第２号様式）を知事に提出し

なければならない。

（登録事項の変更届出）

第４条 第２条の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名、住所及び個人番号に変更があった

ときは、法第６９条の４の規定により介護支援専門員登録事項の変更届出書（第３号様式）を知事

に提出しなければならない。

（死亡等の届出）

第５条 第２条の登録を受けている者が、法第６９条の５各号のいずれかに該当することとなった

場合には、当該各号に定める者は、規則第１１３条の１３の規定により死亡等の届出書（第４号様

式）を知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

（登録の消除申請）

第６条 第２条の登録を受けている者が、介護支援専門員登録の消除の申請をしようとするときは、

法第６９条の６第１号の規定により登録の消除申請書（第５号様式）を知事に提出しなければなら

ない。

（介護支援専門員証の交付申請）

第７条 介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、規則第１１３条の２０の規定により介

護支援専門員証交付申請書（第６号様式）に大分県証紙２，４００円を貼付して知事に提出しなけ

ればならない。

（介護支援専門員証の書換え交付申請）

第８条 介護支援専門員証の交付を受けた介護支援専門員が氏名を変更したときは、第４条の規定

による変更の届出と併せて、規則第１１３条の２３の規定により介護支援専門員証書換え交付申請

書（第７号様式）に大分県証紙１，５００円を貼付して知事に提出しなければならない。



（登録の移転に伴う介護支援専門員証交付申請）

第９条 登録の移転に伴い介護支援専門員証の交付の申請をしようとする者は、第３条の規定によ

る登録の移転の申請と併せて、規則第１１３条の２４の規定により介護支援専門員証交付申請書（第

６号様式）に大分県証紙２，４００円を貼付して知事に提出しなければならない。

（介護支援専門員証の再交付申請）

第１０条 介護支援専門員証の再交付をしようとする者は、規則第１１３条の２５の規定により介

護支援専門員証再交付申請書（第８号様式）に大分県証紙１，５００円を貼付して知事に提出しな

ければならない。

（介護支援専門員証の有効期間の更新申請）

第１１条 介護支援専門員証の有効期間の更新を申請しようとする者は、規則第１１３条の２６の

規定により介護支援専門員証有効期間更新交付申請書（第９号様式）に大分県証紙２，０００円を

貼付して知事に提出しなければならない。

（旧姓及び通称名の併記）

第１２条 第２条の登録を受けようとする者又は登録を受けた者が、戸籍上の氏名に加えて旧姓又

は通称名（以下「旧姓等」という。）の併記を希望する場合は、その旨を知事に申し出ることがで

きる。

２ この要綱に定めるもののほか、旧姓等の併記に関し必要な事項は、別に定める。

  附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

（大分県介護支援専門員名簿作成等事業実施要綱の廃止）

２ 大分県介護支援専門員名簿作成等事業実施要綱（平成１３年３月２３日施行）は、廃止する。

  附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

  附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２４年１１月１日から施行する。

  附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和２年１月２０日から施行する。



附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和４年３月２２日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和６年１２月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和７年５月１６日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和７年６月１６日から施行する。


